
1

令和７年度（ゼロ県債）

地蔵川ゲート施設電気工作物保安管理業務委託

委託番号 ０７－J１１６－ＹＢ

特 記 仕 様 書

（実 施）

令和８年 ２月

秋田地域振興局建設部



2

地蔵川ゲート施設電気工作物保安管理業務委託 07-J116-YB 特記仕様書

１ 適 用

この特記仕様書は、地蔵川ゲート施設における自家用電気工作物保安管理業務（以下「業

務」という）について定める。

２ 業務履行場所

（１）地蔵川ゲート（秋田市四ツ小屋末戸松本 地内）

３ 業務履行期間 ．

自 令和 ８年 ４月 １日

至 令和 ９年 ３月３１日

４ 電気工作物の概要

（１）地蔵川ゲート（需要設備）

受電電圧 設 備 容 量 使 用 期 間 備 考

低 圧 ･従量灯C:1φ3W,10KVA 通 年

･低圧電力:3φ3W,7kW

予備発電 ･定格出力:49KVA 通 年

５ 業務内容

（１）定期点検

定期点検として、月次点検及び年次点検を実施するものとする。内容は次のとおり。

ア 月次点検

主として、運転中の施設の点検及び試験などを別表「巡視、点検、測定及び試

験項目表」により行うものとする。

イ 年次点検

主として、施設の運転を停止して点検及び試験などを別表「巡視、点検、測定

及び試験項目表」により行うものとする。この場合、月次点検も併せて行うもの

とする。

（２）臨時点検

臨時点検は、施設に異常が発生した場合、又は発生する恐れがあると判断した場合

に行うものとする。（必要の都度）

また、指示計器及び高圧機器の絶縁油の点検等も行う。（必要の都度）

（３）不良箇所改修の指導助言（必要の都度）

（４）事故発生時の応急処置の指導及び事故原因調査並びに再発防止対策の指導（必要の

都度）

（５）電気関係法令に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指導（必要の都度）

（６）電気関係法令に基づく立入検査の立会（必要の都度）

６ 提出書類

次の書類を記載の期限までに提出するものとする。
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（１）業務計画書 １部 （契約締結後速やかに）

（２）点検報告書 １部 （各点検の都度速やかに）

（３）その他必要な書類 監督職員と協議により決定

７ 業務を実施する者の資格

電気事業法施行規則第５２条の２に定める要件に該当すること。

８ その他

本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。








